
２０２７度（令和９年度） 教育実習生の受入れについて 

香川県立高松支援学校 

 

本校では以下の条件で教育実習の受入れをする。 

 

１ 教育実習の受入れの条件 

（１） 特別支援教育に熱意をもち、本県の特別支援学校教諭等の教員採用選考試験、幼稚園教諭・

保育士の採用試験を受ける者であること。 

（２） 特別支援学校教諭免許の取得を希望する者であること。 

（３） 原則として在籍する大学に附属特別支援学校が設置されていないこと。 

 

２ 教育実習生申込期間、受入れの人数、実習時期、実習費用等 

（１） 申込期間は教育実習前年度の２０２６年４月１３ (月)～５月２９日(金)までとする。 

（２） 教育実習生の受入れは、本校各学部１名以内とする。 

（３） 実習時期は本校が指定する時期（２０２７年１０月を予定）とし、実習期間は授業日１０

日間（２週間）とする。 

（４） 本県は教育実習生の実習費として３,０００円を徴収している。実習初日に本校指定の振

込用紙を渡すので、実習終了日までに振り込むこととする。 

 

３ 教育実習の申込み方法 

（１） 教育実習を希望する者は、事前に電話等で打ち合わせの上、大学所定の願書等を教育実習

係へ提出して、２０２６年６月（予定）に本校で面接を受ける。 

（２） 内諾書が必要な場合は、内諾書と返信用封筒を事前に送付するか面接当日に持参する。 

 

４ 教育実習の内諾 

（１） 教育実習の受入れは、選考会議を経て学校長が決定する。 

（２） 教育実習を内諾した旨は、２０２６年７月上旬（予定）に各大学へ連絡する。 

 

５ 実習生の決定方法 

（１） 内諾を得た者について、実習の年度当初（２０２７年５月末まで）に学長又は学部長から

「教育実習依頼書」等を学校長あてに提出する。 

（２） 教育実習の許可については、大学へ通知する。 

 

６ 実習生との事前打ち合わせ 

本校の指定する日（２０２７年９月頃）に、実習生と事前打ち合わせの会をもち、次の事項

について周知・確認する。 

① 実習期間中の服務（勤務時間・勤務態度・服装等） 

② 教育実習係・指導教諭との打ち合わせ 

③ その他必要な事項 

 

７ 教育実習後 

学校長から評価等を大学へ送付する。 

 

８ その他 

教育実習内諾後、教育実習を取り消す場合は、大学を通して速やかに教育実習の辞退を申し 

出ること。 


